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グループホーム フレンズハウス 

重要事項説明書（認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護） 

 

 利用者に対する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の 

サービスの提供開始にあたり、厚生労働省令第 34 号第 108 条（準用）第 9 条及び第 36 号

85 条、11 条に基づいて、当事業所が利用者に説明すべき重要事項は次の通りです。 

 

１、事業者概要 

事業者名称 株式会社フレンズハウス 

主たる事務所の所在地 名古屋市中川区広田町二丁目２１番地 

法人種別 株式会社 

代表者名 代表取締役社長 奥村 文章 

電話番号 ０５２－３６４－６７８０ 

 

２、利用事業者 

サービスの種類 
認知症対応型共同生活介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

利用事業所の名称 グループホーム フレンズハウス大西 

指定番号 愛知県 第 ２３７１１００９４８ 

所在地 名古屋市港区大西三丁目３１番地の２ 

連絡先 ０５２－３０３－２２５６ 

Ｅ－Ｍａｉｌ friends-house@topaz.ocn.ne.jp 

敷地 ６２７．５９㎡ 

建物 

住宅数 １戸 総戸数 １戸 総定数 １８名 

延べ床面積 ４５１．８７㎡ 

 

３、事業の目的と運営方針 

事業の目的 認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭的

な環境のもとで、食事、入浴、排泄等の日常生活の世話及び日常生活

の中での心身の機能訓練を行うことにより、安心と尊厳のある生活を、

利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立して営むことが出来る

よう支援する。 

運営の方針 １、介護保険法並びにこれに関する厚生労働省令、告示の趣旨及び 

内容に沿ったものとする。 

２、利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提

供に努めると共に、個別の介護計画を作成することにより利用者

が必要とする適切なサービスを提供する。 

３、利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法に 

ついてわかりやすく説明する。 

４、適切な介護技術をもってサービスを提供する。 

５、常に、提供したサービスの管理、評価を行う。 
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４、ご利用住居 

名称 グループホーム フレンズハウス大西 

所在地 名古屋市港区大西三丁目３１番地の２ 

管理者 橋本 伸吾 

連絡先 ０５２－３０３－２２５６ 

建物 

構造 木造２階建て+PH 階 

延べ床面積 ４５１．８７㎡ 

居室数 １８室 

入居定員 １８名 

利用者室 居室 

共用施設 食堂・リビング 

 

５、職員体制 

管理者 介護従事者 計画作成担当者 

１名（本体事業所の管理者を充てる） ９以上（常勤換算） ２名 

 

※職員の勤務体制 

職 種 勤 務 体 制 休 暇 

管理者 日勤 ９：００～１８：００ 

９日間／月 

（２８日の月は 

 ８日間） 

計画作成担当者 日勤 ９：００～１８：００の間 

介護従事者 

早番 ７：００～１６：００  日勤 ９：００～１８：００ 

遅番 １３：００～２２：００ 夜勤 ２１：３０～翌７：３０ 

遅夜 １３：００～翌７：３０ 

 

６、営業日時 

休業日 なし 

 

７、サービス内容 

種類 内容 利用料 

食事 

・利用者の心身状態、嗜好、栄養のバランス

に配慮して作成した献立表に基づいて提供

します。 

・食材費は給付対象外です。 

・食事は離床して食堂でとっていただくよう

配慮します。 

・食事時間 

朝  ７：００～８：００ 

昼 １２：００～１３；００ 

夜 １８：００～１９：００ 

（ただし、法定代理人受領

の場合は、介護報酬告示上

の額に各利用者の介護保

険負担割合証に記載され

た負担割合を乗じた額、 

法定代理受領でない場合

は、介護報酬告示上の額で

す。） 

排泄 

・利用者の状況に応じ、適切な排泄の介助と

排泄の自立の援助を行います。 

・オムツの交換は必要に応じて行います。 

 



日常生活 

・離床 

 寝たきり防止のため離床に配慮します。 

・着替え 

着替えのお手伝いをします。 

・整容 

 身の回りのお手伝いをします。 

・寝具消毒 

・シーツ交換 

・健康管理 

・洗濯 

・居室内清掃 

・役所手続きの代行 

機能訓練 
・離床援助、屋外散歩同行、家事共同等によ

り生活機能の維持・改善に努めます。 

医師の手配 ・医師の手配をします。 

相談及び援助 
・利用者とその家族からの相談に誠意をもっ

て応じ、可能な限り必要な援助を行います。 

 

８、利用料 

種類 内容 （これらは介護保険給付の対象外です。実費をお支払い下さい。） 

室料 

１，５００円／日 

生活保護受給者は、生活保護法に基づく住宅扶助基準額を上回らない額

にて室料を徴収します。 

水道光熱費 ７００円／日 

管理費 

６００円／日 

設備の維持管理、建物設備修繕維持管理等に要する費用として徴収しま

す。 

食材費 

８５０円／日（内訳 朝食２００円、昼食３００円、夜食３５０円）      

※但し、一日を通して食事をとられないときに限り、食費はいただきま

せんのでご了承下さい。 

日用品費 実費 

オムツ代 実費、若しくはリースでお願いします。 

日常生活支援 

医療機関（協力医療機関を除く）への受診、外出の付添い、買い物等、

利用者に対する日常生活支援。 

１，０００円／時間（但し、１回３，０００円を上限とします。） 

その他 
概ね２か月に１回、外部業者による訪問理髪サービスを行います。 

実費にて徴収します。 

 

 

 



９、利用料金のお支払方法 

お支払方法 

○利用料のご請求について、月初めに当月ひと月分の室料・光熱費・ 

食材費と、前月分の介護サービス費の自己負担分を合わせて請求書を 

送付致します。 

○銀行振込みでお願いします。 

お手元に請求書が届きましたら、その月の末日までに指定口座（名古

屋銀行）へお振込みをお願いします。尚、手数料については利用者様

ご負担にてお願いします。 

領収書 

○ 領収書は銀行振込みの方は、お支払いが確認された翌月に郵送致し

ます。 

○ 高額介護サービス費の支払申請や、医療費控除の申請等に領収書が

必要となります。当事業所では領収書の再発行は行っておりません

ので大切に保管してください。 

 

１０、損害賠償 

損害賠償については、当事業所では、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社に加入して

います。 

 

１１、苦情申立窓口 

利用者相談窓口 

担当者 橋本 伸吾 

平日 午前９時～午後６時 

電話 ０５２－３０３－２２５６ 

市窓口 

名古屋市役所介護保険課 

 

中川区役所福祉課福祉係 

港区役所福祉課福祉係 

平日 午前９時～午後５時 

電話 ０５２－９５９－２５９２（施設） 

０５２－９５９－３０８７（居宅） 

電話 ０５２－３６３－４４１５ 

電話 ０５２－６５４－９６９２ 

愛知県国民健康保険団体連合会 
平日 午前８時４５分～午後５時３０分 

電話 ０５２－９７１－４１６５ 

 

１２、緊急時の対処方法 

当共同生活介護のサービスを提供するにあたって、下記の法人施設と連携します。 

事業者の名称 社会福祉法人大幸福祉会 

施設の名称 特別養護老人ホーム幸楽荘 

施設の所在地 名古屋市港区小川一丁目１７番地 

代表者の氏名 理事長 奥村 文章 

電話番号 ０５２－３０１－１００１ 

ＦＡＸ番号 ０５２－３０１－１０１４ 

 

 

 



※協力医療機関 

医療機関の名称 まごころの杜クリニック 

院長名 岩尾 康子 

所在地 名古屋市熱田区幡野町 17 番 10 号 

電話番号 ０５２－２２８－８２３４ 

診療科 内科 消化器内科 

 

※協力歯科医療機関 

医療機関の名称 すずむら歯科医院 

院長名 鈴村 佳弘 

所在地 名古屋市港区春田野１－８０４ 

電話番号 ０５２－３０３－７７８８ 

 

※協力歯科医療機関 

医療機関の名称 フレンズデンタルクリニック 

院長名 中村 敬 

所在地 名古屋市西区新道１－２１－５ 

電話番号 ０５２－５２６－４２００ 

 

１３、事故発生時の対応 

 

予 防 

利用者の身体状況等から建物の中や外にある状況等を考

え、利用者の特性等をベースに出来る限りのリスクを周知

する。 

 

 

事故発生時 

事故発生時は、別紙に定める「フレンズハウス緊急対応  

マニュアル」にのっとり対応を行う。また、事故に関する

説明を家族や関係者、行政（愛知県、名古屋市等）に行う。 

＜行政＞ 平日 午前９時～午後５時 

愛知県  健康福祉部高齢福祉課  

TEL（０５２）９６１－２１１１ 

名古屋市 健康福祉局介護保険課  

TEL（０５２）９５９－３０８７ 

 

１４、留意事項 

面会 

来訪者は、面会の都度職員に届出てください。また、面会

時間を遵守してください。但し、緊急時を除きます 

面会時間：午前９時～午後６時 

外出 
外出・外泊前に必ず行き先と帰設予定日時を届け出てくだ

さい。 



住居・居室の利用 

この共同生活住居内の設備、備品は本来の用法に従って 

大切にご利用ください。これに反した利用により損害等が

生じた場合は賠償していただくことがあります。 

入院時、外泊時の利用料金の

取扱い 

入院や外泊時の利用料は、以下の料金を居室使用料として 

ご請求させていただきます。 

・室料    

・水道光熱費  

・管理費 

その他、特別出費がある場合は、明記しご請求致します。

なお、生活保護受給者は入院時に限り、入院時の扶助額を 

上回らない額にてご請求致します。 

入院や長期外泊時の取り扱い 

入院等、長期外泊となる場合、上記の説明を家族にすると

ともに、居室を長期間あけておくことは困難であることを

説明し、１ヶ月を目処にその後の対応を家族に相談します。 

退所時の料金 

退所時に居室の修理が発生した場合、修理費用として、  

修理内容に応じた料金にてご請求させていただくことが 

あります。 

迷惑行為 

騒音の発生、放歌高吟等他の利用者の迷惑となる行為はご

遠慮願います。 

承諾なしに他の利用者の居室に立ち入らないで下さい。 

所持金現金等 

貴重品はご遠慮願います。 

お小遣いとして金庫にて保管し、金銭出納帳に記入し、  

収支を明確にします。 

安全について 

〇日常生活の中で家庭でも思わぬ事故やアクシデントが 

あるのと同様、グループホーム内でも様々な出来事が 

あります。職員とも十分注意を払い、事故防止や危険の 

要因の除去に努めていますが、それでもなお思いもよら 

ぬ出来事が起きる場合があります。 

〇利用者の心身の状況によっては、家族の同意のもと事故 

の防止のため安全配慮（安全ベルト等）を行う場合が 

ありますのでご理解ください。 

禁止行為 

〇職員に対する身体的暴力（身体的な力を使って危害を 

及ぼす行為） 

〇職員に対する精神的暴力（人の尊厳や人格を言葉や態度 

によって傷つけたり、おとしめたりする行為） 

〇職員に対するセクシュアルハラスメント（意の添わない 

性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ 

行為） 

退所について 
退所される場合、１ヶ月前までに管理者まで申し出るよう 

お願いいたします。 

 

 



フレンズハウス入所者預かり金品取り扱い規定 

 

 

（目的） 

第 1 条 この規定は、入所者所持金品（お小遣い、貴重品等）を施設が預かる場合（以下

「預かり金品」という。）の取り扱いについて基本的な事項を定める。 

 

（管理の同意等） 

第 2 条 入所者所持金品については、本人が管理することが望ましいが、高齢化、重度化

に伴う管理能力の低下や集団生活での金銭的トラブルを未然に防ぐため、本人・家族等

からの依頼のある場合においては、施設において保管・管理（以下「管理」という） 

できるものとする。 

 2．前項の規定により施設が入所者所持金品を管理する場合、入所時に本人（本人が明確

な意思表示が困難な場合は家族等）からの依頼に基づき施設による管理を開始すること

とする。 

 

（管理責任者及び注意義務） 

第 3 条 入所者預かり金品の管理責任者は、ホーム長をもってあてる。ホーム長が不在の

場合は事務員が代わってこれを行う。 

 2．管理責任者は補助者を置くものとする。補助者は、主任、事務員がその任にあたる。 

 3．入所者預かり金品の管理にあたっては、常に善良な管理者としての注意義務をもって

これにあたらなければならない。 

 

（管理方法等） 

第 4 条 現金を保管する際は、保管金額を最小限にとどめ、かつ、お小遣い帳（個人別 

金銭出納帳）を作成したうえ、金庫にて保管する。その管理はホーム長が責任を持って

行う。 

 2．現金の残金が不足してきたときは、本人（家族等を含む）に報告し、入金の依頼を 

する。入金の際は、所定の書類に入金金額を記載、入金者の捺印のうえ入金するもの 

とする。 

3．お小遣い帳にはその収支状況が明確となるような領収書等も合わせてこれを保管する。

管理責任者はお小遣い帳を毎月確認しなければならない。 

 4．入所者の退所時には遅滞なく預かり金品を全て返還し、受領印等を受けることとする。 

 

（管理状況の報告） 

第 5 条 入所者預かり金品の管理状況は施設から本人（家族等を含む）に対して毎月 1 回

以上はお小遣い帳を開示し報告しなければならない。なお、定期的な報告以外に本人 

及び家族等から要請があった場合においては、速やかにお小遣い帳、領収書等を示して

説明しなければならない。 

 

（その他） 

第 6 条 この規定に定めのない事項については別に定めるものとする。 

 

 



 

身体拘束廃止に関する指針 

 

 

 

身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むもの 

です。当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく

職員一人ひとりが拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努め 

ます。 

 

 

（１）介護保険指定基準の身体拘束禁止の規定 

 

サービス提供にあたっては、本人又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため 

緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止 

しています。 

 

 

（２）緊急・やむを得ない場合の例外三原則 

 

利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わない 

ケアの提供をすることが原則です。しかしながら、以下の３つの要素のすべてを満たす

状態にある場合は、必要最低限の身体的拘束を行うことがあります。 

 

①切 迫 性：利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性

が著しく高いこと 

②非代替性：身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと 

③一 時 性：身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること 

 

 

（３）やむを得ず身体拘束を行う場合 

 

本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体

拘束を行う場合は充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも拘束をしない 

リスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の３要素の全てを満たした場合 

のみ、拘束の理由・時間帯・期間を詳細に説明し、本人・家族の同意を得て行います。 

 

 


